
 

令和４年度 中小企業サステナブル経営推進資金融資要綱 
 

（目 的） 
第１条 この要綱は、エネルギーや原材料等の価格高騰による影響などを克服し、持続可能な

事業活動の実現を推進するために必要な資金の円滑な調達を支援することで、中小企業者の

さらなる経営の発展に資することを目的とする。 
 

（取扱金融機関） 

第２条 この要綱に基づく融資の取扱金融機関は、別に定める金融機関（以下「取扱金融機関」と

いう。）とする。 
 

（信用保証） 

第３条 この要綱に基づく融資は、三重県信用保証協会（以下「保証協会」という。）の保証を

付するものとする。 
 

（補助金等） 

第４条 三重県（以下「県」という。）は、予算の範囲内において、この要綱に基づく融資の運

用に必要な経費の一部を、保証協会又は取扱金融機関に補助するものとする。 
 

（融資の対象） 

第５条 融資の対象は、県内に主たる事業所を有し、別に定める業種に属する同一事業を引き続き

一年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、次の各号に定める

者とする。 

（１） 三重県ＳＤＧｓ推進パートナー登録企業 

※ 三重県が申請書を受理している者を含む。（ただし、登録の見込みがある者に限る。） 

（２）三重のサステナブル経営アワード受賞企業 
 

（資金の使途） 

第６条 資金の使途は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 三重県ＳＤＧｓ推進パートナー登録企業 

サステナブル経営推進計画書（様式１）に基づく事業の実施に必要となる設備資金及

び運転資金とする。 

（２） 三重のサステナブル経営アワード受賞企業 

サステナブル経営推進計画書（様式２）に基づく事業の実施に必要となる設備資金及

び運転資金とする。 

２ 融資対象期間は、令和４年１１月１日から令和５年３月３１日までに融資実行をしたものとす

る。 
 

（融資の条件） 

第７条 融資の条件は、次のとおりとする。 

（１）融資限度額  ５，０００万円 
（２）融資利率   取扱金融機関所定利率（１．６０％以内） 
（３）保証料率   年率 ０．２０％ 

（４）融資期間   運転 ７年以内 

設備 １５年以内（据置期間２年以内を含む。） 
（５）返済方法   元金均等月賦返済 
（６）担保     保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる。 

（７）保証人    原則法人代表者を除いて保証人は徴求しない。 

 

（融資の手続き） 

第８条 融資を受けようとする者は、保証協会及び取扱金融機関所定の申込書にサステナブル経

営推進計画書（様式１または様式２）及び必要書類を添えて、取扱金融機関に申し込むものと



 

する。 
２ 取扱金融機関は、前項の申込書を受理したときは、すみやかに実態調査を行い、融資が適当と

認めたものについては保証協会に保証依頼の手続きを行うものとする。 

３ 保証協会は、前項の依頼があったときは、内容審査のうえ、諾否を決定し、取扱金融機関に通

知するものとする。なお、保証協会が承諾を決定した場合、計画書の写しを遅滞なく三重県に提

出するものとする。 

４ 取扱金融機関は、保証協会から保証決定の通知を受けたときは、所定の手続きを経て融資を行

うものとする。 

５ 融資にかかる手続きは、保証協会と取扱金融機関との契約の定めるところによるものとする。 

 

（報 告） 

第９条 取扱金融機関は、融資を行ったとき及び返済を受けたときはその旨を保証協会に報告す

るものとする。 

２ 保証協会は、保証を付した融資にあっては、要綱の規定に基づく融資の実績について、毎月末

現在の状況を翌月の１０日までに三重県知事に報告するものとする。 
 

（その他） 

第１０条 この要綱及び三重県中小企業融資制度実施細則に定めるもののほか必要な事項は､ 県､

保証協会及び取扱金融機関が協議して定める。 

なお、融資利率、保証料率については、県の補助後の率を記載する。 

 
附 則 

１ この要綱は､ 令和４年１１月１日から施行する｡ 
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様式１　（三重県ＳＤＧｓ推進パートナー登録企業用）

（１） 取組内容（要旨）

（２） 該当する項目

　　①　申請書の重点的な取組

　　②　チェックリストの項目名、具体的な取組

（３） 具体的な資金使途

（４） 期待される効果

サステナブル経営推進計画書

三重県信用保証協会 御中 　　年　　月　　日

　（３）ＳＤＧｓ達成に向けた取組チェックリストの写し　　　　　　　　　 　　　  　　　　　　　　

２．添付書類

　（１）三重県ＳＤＧｓ推進パートナー登録証の写し

　　　※　登録前の場合、県の申請書受理通知（メール）をプリントアウトしたもの

〔 申 込 人 〕

　（４）その他（具体的に記入して下さい　　　　　　　　　 　　　  　　　　　　　　）

　中小企業サステナブル経営推進資金の
申込みにあたり、以下のとおり事業計画
を提出します。

住 所

企業・団体
等 名

代 表 者

１．事業概要

　（２）三重県ＳＤＧｓ推進パートナー登録申請書の写し



様式２　（三重のサステナブル経営アワード受賞企業用）

（１） 取組内容

　　①　該当する項目

　該当するものに 「○」 を付けてください。　※複数項目選択可

ア． 環境への配慮・脱炭素　　　　　　イ． 地域社会への貢献

ウ． 次世代育成の推進　　　　　　　　 エ． 従業員満足度の向上

 

　　②　要旨

（２） 具体的な資金使途

（３） 期待される効果

　（１）三重のサステナブル経営アワード表彰状の写し

　（２）三重のサステナブル経営アワード応募用紙の写し

　中小企業サステナブル経営推進資金の
申込みにあたり、以下のとおり事業計画
を提出します。

住 所

企業・団体
等 名

代 表 者

１．事業概要

２．添付書類

サステナブル経営推進計画書

三重県信用保証協会 御中 　　年　　月　　日

〔 申 込 人 〕


